
                    鳥取県県土整備部建設工事等修補等請求要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、鳥取県県土整備部（各総合事務所県土整備局を含む。）発注の建設工

事の目的物又は測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタント業務

（以下「測量等業務」という。）の成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな

いもの（以下「契約不適合」という。）が発見された場合における、建設工事又は測量等

業務（以下「建設工事等」という。）の受注者に対する建設工事等の請負又は委託契約書

の規定に基づく修補又は損害賠償（以下「修補等」という。）の請求について必要な事項

を定め、もって修補等を適正に履行することを目的とする。 

 

（契約不適合の報告） 

第２条 建設工事等を所管する地方機関（本庁のみが所管する建設工事等においては本庁

各課とする。）（以下「所管地方機関等」という。）の長は、契約不適合の事実を把握した

ときは、次の事項について、受注者に報告を求めるものとする。 

  なお、所管地方機関等の長は、測量等業務に係る修補等のうち、当該成果物により発

注した工事の施工者との調整が必要な場合に、受発注者及び施工者の三者による協議（以

下「三者協議」という。）への参加を求めることとする。 

（１）建設工事等の概要（建設工事等の名称、実施位置、工期（履行期間）、最終契約金

額、受注者の名称、代表者名、連絡先、現場代理人名（管理技術者名）、主任（監

理）技術者名）及び工事（業務）概要） 

（２）契約不適合の概要（契約不適合の内容及び契約不適合が生じた経緯） 

（３）対応方針（修補等の内容、三者協議への参加、概算所要額、概算所要期間及び費

用負担） 

（４）その他参考となる事項 

２ 受注者は、前項の規定により報告を求められたときは、報告を求められた日から起算

して 14 日以内（鳥取県の休日を定める条例（平成元年鳥取県条例第５号）第１条第 1 項

に規定する休日（以下「休日」という。）を除く。）に様式第１号により報告しなければ

ならない。 

 

（修補等の協議） 

第３条 受注者が、前条の報告を拒否し、報告において修補等を拒否し、又は県に応分の

負担を求めた場合は、所管地方機関等の長は、県土整備部長に対応を協議するものとす

る。 

 

（修補等の請求） 

第４条 受注者が、第２条第２項の報告において全て自社負担により修補等を行うことを

報告した場合は、所管地方機関等の長は、期限を定めて受注者に対し修補等の請求を行

うものとする。 

２ 所管地方機関等の長は、前項の請求を行ったときは、速やかに第２条第１項各号に規

定する事項を取りまとめて様式第２号により県土整備部長に報告するものとする。 

３ 修補等の請求を受けた受注者（以下「修補者」という。）は、その請求の内容に疑義が

あるときは、請求を受けた日から起算して５日（休日を除く。）以内に書面により所管地

方機関等の長に説明を求めることができる。 



４ 所管地方機関等の長は、前項の規定により説明を求められた場合は、その書面を受理

した日から起算して５日（休日を除く。）以内に、書面により回答するものとする。 

 

（修補等の実施） 

第５条 修補者は、修補等に係る建設工事等の設計図書等（以下「設計図書等」という。）

に基づき適正に修補等を実施しなければならない。 

２ 修補者は、修補等を実施する前に修補計画書を提出しなければならない。 

３ 所管地方機関等の長は、修補等について監督員又は調査職員を任命し、設計図書等に

基づき修補作業を監督しなければならない。 

４ 三者協議は、修補計画書提出後、調査職員が指定する日時に実施する。修補者は、三

者協議の結果を基に修補等を実施しなければならない。 

 

（修補等の完了及び検査） 

第６条 修補者は、修補等が完了したときは、速やかに完了届を所管地方機関等の長に提出

しなければならない。 

２ 所管地方機関等の長は、前項の届出を受理したときは、検査員を任命し、修補等の検

査を行わなければならない。 

３ 所管地方機関等の長は、前項の検査を所管地方機関等で行うことが不適当と判断した

ときは、これを工事検査課に依頼するものとする。 

４ 所管地方機関等の長は、検査が完了したときは、県土整備部長に検査完了報告を行う

ものとする。 

５ 修補者は、修補等が完了した後、施工及び業務の処理体制、方法等について必要な改

善を行うための計画書（様式第３号又は第４号）を作成し、所管地方機関等へ提出しな

ければならない。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成 23 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日以降に契約締結した建設工事等に適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和８年２月１日から施行する。 

 



（様式第１号） 

 

契約不適合が生じた経緯等報告書 

 

１ 工事(業務)概要 

項 目 内 容 

工事(業務)名称  

工事(業務)場所  

工期(履行期間) 着工  年 月 日  完成  年 月 日 

請負代金額 

(業務委託料) 

 

受注者名 

代表者名(連絡先) 

 

現場代理人 

（管理技術者） 

 

主任(監理)技術者  

工事(業務)概要  

 

２ 契約不適合の概要 

項 目 内 容 

契約不適合の内容  

契約不適合が生じ

た経緯※ 1 

 

※1 契約不適合が生じるに至った受発注者双方の対応を時系列で記載すること 

記入欄に収まらない場合は、別添資料として作成すること 

 

３ 対応方針 

項 目 内 容 

修補等の内容※ 2  

三者協議への参加

※ 3※ 4 

・参加する          ・参加しない 

概算所要額  

概算所要期間  

費用負担※ 4 ・自社 100% ・県にも応分の負担を求める 

※2 修補等の内容には、当該工事（業務）に係る手直しの内容だけでなく、当該契約不適合が原因で

生じた損害に対する賠償の内容も記載すること。 

※3 発注者から参加を求められている場合に限る。 

※4 いずれかに○を記入すること 

注）契約不適合及び修補の概要がわかる資料・図面・写真等を添付すること。 

 



（様式第２号） 

 

契約不適合が生じた経緯等報告書 

      所管地方機関等 

１ 工事(業務)概要 

項 目 内 容 

工事(業務)名称  

工事(業務)場所  

工期(履行期間) 着工  年 月 日  完成  年 月 日 

請負代金額 

(業務委託料) 

 

受注者名 

代表者名(連絡先) 

 

現場代理人 

（管理技術者） 

 

主任(監理)技術者  

工事(業務)概要  

 

２ 契約不適合の概要 

項 目 内 容 

契約不適合の内容  

契約不適合が生じ

た経緯※ 1 

 

契約不適合による

社会的影響※ 2 

 

※1 契約不適合が生じるに至った受発注者双方の対応を時系列で記載すること 

記入欄に収まらない場合は、別添資料として作成すること 

※2 工事中止、人身事故、追加買収等の有無といった第三者に与えた影響を具体的に記載することと

し、他工事に影響を与えた場合は、影響を受けた工事名を記載すること。 

 

３ 対応方針 

項 目 内 容 

修補等の内容※ 3  

三者協議への参加 ・参加する          ・参加しない 

概算所要額  

概算所要期間  

※3 修補等の内容には、当該工事（業務）に係る手直しの内容だけでなく、当該契約不適合が原因で

生じた損害に対する賠償の内容も記載すること。 

注）契約不適合及び修補の概要がわかる資料・図面・写真等を添付すること。 



（様式第３号）  〔建設工事の場合〕 

 

施工改善計画書 

提出日  年 月 日 

所管地方機関等の長 様 

会社名                 

代表者氏名             印 

工事名  

工期 自）  年 月 日 ～ 至）  年 月 日 

現場代理人  
主任（監理）

技術者 
 

不備の内容 

 

原因（調査結果） 

現場代理人 

 

主任（監理）

技術者 

 

改善策 

 

会社側関係者  

 

県確認欄 

所局長 副所局長 課長 課長補佐 係長 合議 担当 

       

※参考資料があれば、添付してください。 

  



（様式第４号）  〔測量等業務の場合〕 

 

業務改善計画書 

提出日  年 月 日 

所管地方機関等の長 様 

会社名                 

代表者氏名             印 

業務名  

履行期間 自）  年 月 日 ～ 至）  年 月 日 

担 当 技 術 者

職氏名 
 
管 理 技 術 者

職氏名 
 

照 査 技 術 者

職氏名 
   

不備の内容 

 

原因（調査結果） 

担当技術者 

 

管理技術者 

 

照査技術者 

 

改善策 

 

会社側関係者  

 

県確認欄 

所局長 副所局長 課長 課長補佐 係長 合議 担当 

       

※参考資料があれば、添付してください。 


